
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（別添１） 

厚生労働省 HP「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」より抜粋 

考え方 



 

同一建物減算の届出が必要な場合について 

 
 
 

※提出書類の各様式は，介護保険課ホームページよりダウンロードしてください。 

※考え方③（①以外の同一の建物に居住する者への提供が２０人以上である場合）は体制等状況一覧表に無いため，届出は不要です。 

同一敷地内建物等に

居住する者への提供

がある 

同一敷地内建物等に

居住する者への提供

が５０人以上である 

正当な理由なく，算定日が属する月の

前 6 月間に提供した指定訪問介護の

提供総数のうち，同一敷地内建物等に

居住する者に提供されたものの占め

る割合が 90％以上である 

届出不要 

 

【提出書類】 

１） 介護給付費に係る体制等に関する届出書 

 （別紙２，別紙 50，） 

２） 介護給付費等に係る体制等状況一覧表 

 （別紙１－１－２，別紙１－４－２） 

 

考え方 ① に該当 

考え方②に該当 

【提出書類】 

１） 介護給付費に係る体制等に関する届出書 

  （別紙２，別紙 50，） 

２） 介護給付費等に係る体制等状況一覧表 

  （別紙１－１－２，別紙１－４－２） 

考え方 ② に該当 考え方④に該当 

【提出書類】 

１） 介護給付費に係る体制等に関する届出書 

（別紙２，別紙 50，） 

２） 介護給付費等に係る体制等状況一覧表 

（別紙１－１－２，別紙１－４－２） 

 

 

 

 

３） 同一建物減算に係る計算書（別紙 10） 

 

考え方 ④ に該当 

はい いいえ いいえ 

いいえ はい はい 

フロー図 


